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特産品販売サイト「めいぶつチョイス」で

　西ノ島町の特産品販売がスタートします！　

　西ノ島町には、海産物や海産物加工品をはじめとするた

くさんの特産品があります。

　また、現在西ノ島町が取り組んでいるふるさと納税では、西ノ島町の特産品を寄附者の方へお送りし、多

くの方にお喜びいただいており、中にはリピーターとなり再度ご寄附してくださる方、直接特産品発送元へ

連絡し購入して下さる方もいらっしゃいます。

　このような皆さまへ、更に西ノ島町の特産品を楽しんでいただけるよう、令和元年９月２日（月）（午前

10時頃オープン予定）に「めいぶつチョイス」での特産品販売をスタートします。これにより、インターネッ

トでのお買い物ができるようになり、遠くにお住まいの方でもお気軽にご注文いただけます。また、「めい

ぶつチョイス」は、『自治体ポイント※』でのお買い物ができる唯一のインターネットサイトとなっています。

　是非ご親戚やご友人の方へのご紹介、よろしくお願いいたします。

　また、少しずつ商品数は増やしていく予定ですので、特産品の掲載希望等が

ございましたら、お気軽に役場　企画財政課までお問い合わせ下さい。

【お問い合わせ先】
西ノ島町役場　企画財政課
08514-6-0105

※自治体ポイントとは？

自治体が任意で発行するもので、各種クレジットカード会社や航空

会社のマイルなどのポイントから移行したり、介護やボランティア

といった地域活動などに参加することで得られるもの。貯まったポ

イントは、「1自治体ポイント＝ 1円」として、「めいぶつチョイス」

や地域商店街でのお買い物、地域の施設の入場料等に利用できます。

　消費者ホットライン１８８（局番なし）は、お近くの消費生活センター等の消費生活相談窓口をご案内
することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
　「悪質商法等による被害にあった」「ある製品を使ってけがをしてしまった」などの消費者トラブルで困っ
ていることはありませんか？
　そんなときは一人で悩まずに、全国どこからでも３桁の電話番号でつながる消費者ホットライン「188
（いやや！）」にご相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。

とは？消費者ホットライン188

一人で悩まず、まずは相談
大切なのは、すぐに相談することです。

困ったときは、一人で抱え込まないで「消費者ホット

ライン「いやや」（局番なしの188）」までお電話を。

『泣き寝入りは超いやや（188）！』で覚えてね。消費者庁 消費者ホットライン１８８
イメージキャラクター
「イヤヤン」
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　老人の日及び老人週間の期間中、次の県立施設の高齢者を対象とする入館料が無料になります。

◎対象期間

　老人の日・老人週間　〈９月１５日（日）～２１日（土）〉
　※ただし、９月１７日（火）は休館日

　　（「しまね花の郷」、「島根県古代出雲歴史博物館」「三瓶小豆原埋没林公園」は無休）
　　なお、島根県立石見美術館では２２日（日）～２３日（月・祝）の期間中についても独自の取り組みとして
　　無料開放を実施。

◎対象者

　年内に満６５歳以上になる高齢者（昭和２９年１２月３１日以前に生まれた方）※県内・県外在住を問わない。

◎対象施設（８施設）

　①島根県立美術館（松江市）
　②島根県立八雲立つ風土記の丘展示学習館（松江市）
　③花ふれあい公園「しまね花の郷」（出雲市）
　④島根県立古代出雲歴史博物館（出雲市）

◎手続き

　入館受付の際に各自申告していただき、健康保険証や運転免許証の提示等により年齢の確認を受け、
　無料手続きを行ってください。

◎施設別情報

　経路など詳細については、各施設に直接お問い合わせください。

　⑤島根県立宍道湖自然館ゴビウス（出雲市）
　⑥島根県立三瓶自然館サヒメル
　　　・三瓶小豆原埋没林公園（大田市）
　⑦島根県立しまね海洋館アクアス（浜田市、江津市）
　⑧島根県立石見美術館（益田市）

　産業振興奨励事業について、以下のとおり公募を行います。
令和元年度中の事業実施を希望する方は、要件等をご確認のうえ、役場産業振興課までお申込ください。

１．対象となる事業の要件
　　・水産、農林、商工観光の研究、企業化、実用化等であること
　　・事業開発等審査委員会の審査を受け、審査基準をクリアすること　等
２．申請者の要件
　　本町の住民及び居住地が本町にある者　等
３．奨励金の上限等
　　予算の範囲内とさせていただきます。
４．応募の方法
　　所定の申請様式に必要書類を添付のうえ、お申込みください。
　　様式について詳しくは産業振興課までお問い合わせください。
5．応募の締切
　　令和元年９月２０日（金）までに、申請予定である旨を産業振興課までお知らせいただいた上、
　　令和元年９月２７日（金）までに、書類一式を提出してください。
　　※申請書は締切までに記載内容、添付書類等に不備のないもののみ受付けます。
　　　見積書等手配に時間の掛かるものもありますので、余裕をもってご準備ください。
６．事業開発等審査委員会　令和元年１０月中に開催予定
７．お問い合わせ先　　　　西ノ島町役場　産業振興課　６－１２２０
８．その他　　　　　　　　公募は、年度ごとに原則 1回限りとしますので、ご注意ください。
　　　　　　　　　　　　　事業は、令和元年度内に完結する必要がありますので、ご注意ください。

令和元年度産業振興奨励事業の募集について

「老人の日・老人週間」は県立施設 (一部 ) の入館料が無料となります


